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第１章　宮城県の環境施策の展開

第１章　宮城県の環境施策の展開

宮城県は、平成７年４月に、「環境基本法」（平
成５年法律第９１号）制定等の国内動向を踏まえ、
良好な環境の保全及び創造について基本理念を定
め、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らか
にするとともに、良好な環境の保全及び創造に関
する施策の基本的な事項を定めることにより、県
民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを
目的として、「環境基本条例」（平成７年条例第１６
号）を施行しました。平成９年３月には、同条例
の理念を具体化するため、県が環境施策を進める
上での総合的指針となる「宮城県環境基本計画」
を策定し、基本目標の達成に向けて各種施策を進
めました。平成１８年３月には、この計画の期間が
終了したことを受け、平成１８年度から平成２７年度
までの１０年間を計画期間とする、新たな環境基本
計画の策定を行いました。
環境基本計画は、良好な環境の保全及び創造に

関する総合的かつ長期的な目標並びに県の施策の
大綱を明らかにし、環境分野の個別計画に施策の
基本的方向性を与えるものであり、目指す将来像
を明らかにし、地域社会を構成するすべての主体
間で将来像に対する認識の共有化を図るものとし
ての役割を有したものであり、本県の環境施策は
同計画に沿って展開しているところです。
平成２３年１０月には、東日本大震災による甚大な

被害からの復興の道筋を示す「宮城県震災復興計

画」を策定しました。現在は、本計画に基づき県
政を運営しているところですが、環境政策におい
ては、計画の中で掲げる「持続可能な社会と環境
保全の実現」を目指し、復興を図りながら環境基
本計画で掲げる将来像を実現するための施策展開
が必要になります。
宮城の豊かな環境を守り、将来に引き継いでい

くためには、地球温暖化などの直面する課題に対
応しつつ、環境の保全等の施策を幅広くかつ積極
的に展開する必要があります。そこで、今後の施
策の更なる拡充を図るため、平成２３年度から「み
やぎ環境税」を導入し、本県の良好な環境保全及
び創造に資する環境施策をまとめた「みやぎグ
リーン戦略プラン」に基づく事業を開始しました。
「みやぎ環境税」を活用し、再生可能エネルギー・
省エネルギー設備の導入及び間伐等の森林整備な
どに対する支援を行っています。
一方、県自らの環境負荷削減に向けた取組とし
て、「宮城県環境保全率先実行計画（第４期）」に
基づき、事務事業の執行に伴い発生する環境負荷
の削減（省エネルギー、廃棄物の削減、リサイク
ル及びグリーン購入の推進等）に取り組んでいます。
特に、平成２３年度から引き続き、東日本大震災

に起因する電力需給の逼迫を受け、一事業者の立
場から、宮城県内の他事業者や家庭の模範となる
よう節電を率先して実施しました。

第１部　総　　説

▲図１－１－１　宮城県の環境施策体系の相関図

＜関連条例＞
●●自然環境保全条例（昭和47年7月）
●環境影響評価条例（平成10年3月）
●宮城県自然エネルギー等・省エネルギー促進条例（平成14年7月）
●産業廃棄物税条例（平成16年3月）
●ふるさと宮城の水循環保全条例（平成16年6月）
●グリーン購入促進条例（平成18年3月）
●産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例（平成17年10月）

など

＜県自らの取組＞
●宮城県環境保全率先実行計画(第4期）
　（平成23年8月）
●宮城県グリーン購入の推進に関する計画
　（毎年度策定）

宮城県環境基本条例（平成7年3月） 環境基本法（平成5年11月）

第四次環境基本計画（平成24年4月）

根拠：第9条第1項

宮城県環境基本計画（平成18年3月）

施策の基本的方向性

＜環境分野の個別計画等＞
●自然エネルギー等の導入促進及び省エネルギー
の促進に関する基本的な計画（平成26年3月）

●宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（平成26年1月）
●宮城“グリーン”行動促進計画（第2期）（平成23年8月）
●環境基本計画重点プログラム「地域からの地球
温暖化対策の推進」（平成18年3月）
●宮城県循環型社会形成推進計画（平成18年3月）
●宮城県自然環境保全基本方針（平成18年11月）
●宮城県自動車交通環境負荷低減計画（平成19年3月）
●宮城県水循環保全基本計画（平成18年12月）

＜関連条例＞
●地球温暖化対策の推進に関する法律
●循環型社会形成推進基本法
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
●自然環境保全法
●大気汚染防止法
●水質汚濁防止法
●環境影響評価法
●エネルギー使用の合理化に関する法律
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第１部　総　　説

～宮城らしい低炭素社会の実現に向けて～

震災からの復興活動が本格化することに伴い、本県の温室効果ガス排出量やエネルギー消費量は増加する
と見込まれています。復興への歩みとともに、エネルギーの効率的利用や再生可能エネルギーの導入などに
より、環境負荷の少ない持続可能な地域社会を目指します。

１　計画策定をめぐる経過
地域からの地球温暖化対策を強力に推進するた
め「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成１０
年法律第１１７号。以下、「温対法」という。）第２０条
第２項に基づき策定した「“脱・二酸化炭素”連邦
みやぎ推進計画」が、平成２２年度で終期を迎える
ことから、新たな「宮城県地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）」（以下、「実行計画」という。）
の策定を進めるとともに、併せて、再生可能エネ
ルギーの導入促進と省エネルギーの促進に関する
具体的な方向性を定めた「再生可能エネルギー等
の導入促進及び省エネルギーの促進に関する基本
的な計画」（以下、「再エネ・省エネ計画」という。）
についても中間点検に着手しました。
平成２３年３月に発生した東日本大震災（以下、

「震災」という。）により、本県を取り巻く状況が
一変し、原子力発電所の停止や国のエネルギー基
本計画の抜本的見直しなど、地球温暖化対策やエ
ネルギー政策を取り巻く状況は大きく変化しまし
た。
こうしたことから、二つの計画をゼロベースで

見直すため、平成２４年度に計画策定のための検討
組織を立ち上げたほか、宮城県再生可能エネル
ギー等・省エネルギー促進審議会への諮問を行い、
基礎調査を実施しました。さらに平成２５年度に
は、国の温室効果ガス排出量削減目標の策定状況
なども踏まえながら、本県の目標や目指すべき方
向性について検討し、新計画※を策定しました。
計画策定を進める一方で、平成２４年６月には

「みやぎ再生可能エネルギー導入推進指針」を策定
し、県有地への太陽光発電をはじめとする大規模
導入プロジェクトやスマートシティ推進プロジェ
クトなどを進めてきました。

２　計画の概要
①　計画の体系
二つの計画は「宮城県環境基本計画」の重点プ

ログラムである「地域からの温暖化対策」を推進
するため、地球温暖化対策に関する基本的な方向
性を示したものです。
このうち、実行計画では地球温暖化対策の方向

性を、再エネ・省エネ計画では、温暖化対策の中
核となる再生可能エネルギーの導入や省エネル
ギーの促進に関する具体的な方向性を提示してい
ます。
計画の中では、震災復興が進む中で増加する温

室効果ガス排出量やエネルギー消費量を抑え、低
炭素社会実現に向けた基盤づくりに努めることを
目指しています。
②　計画期間・基準年
震災復興とともに計画の実現を目指すため、計

画期間は「宮城県震災復興計画」（平成２３年１０月策
定）の終期と合わせて平成２６年度から平成３２年度
までとしています。
また、基準年は、震災前の状況としてイメージ

しやすい震災発生直前の平成２２年度としていま
す。

「宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」と「再生可能エネルギー等の導入
促進及び省エネルギーの促進に関する基本的な計画」の策定について

▲図１－１－２　計画体系図

※「自然エネ・省エネ計画」は平成２６年１０月の条例改正に
伴い名称が「再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネ
ルギーの促進に関する基本的な計画」に改められていま
す。
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第１章　宮城県の環境施策の展開

県は、環境保全と経済発展の両立を政策の一つ
に掲げ、真に豊かな富県宮城の実現を目指しなが
ら復興に向けた取組を進めています。
県民や事業者、行政など県民が一丸となって低

炭素社会を目指し、エネルギー多消費型社会から
省エネルギー型社会への転換を図ります。

１　宮城県の将来像
実行計画では、平成32年度の県の将来像を

「日々のくらし」「地域の姿」「ものづくり」の三つ
の視点に分け、目指す姿を示しています。
①　日々のくらし
・低炭素型の建物による快適な暮らし
・エネルギーの効率的利用が図られている暮ら
し

・一人ひとりが自然に二酸化炭素削減に努めて
いる暮らし

②　地域の姿
・地域エネルギーの利活用が進んだ地域
・低炭素型のまちづくりが実現されている地域
・低炭素型の交通への転換が実現している地域

③　ものづくり
・クリーンエネルギー産業の発展による富県宮
城の実現

・環境にやさしい農業と食の地産地消の推進
・森林・林業ビジネス・バイオマス産業の活性
化

２　温室効果ガス排出削減目標
震災後、原子力発電所の稼動が停止したほか、
震災復興に伴いエネルギー消費量が増加してお
り、平成32年度の温室効果ガス排出量は平成22年
度比で約15%増加すると見込まれています。
実行計画では、平成32年度の温室効果ガス排出

量を震災前の水準まで戻す一方、間伐や森林経営
活動により森林吸収量を確保することにより、目
標年（平成32年度）における排出量を3.4％削減す
ることを目指しています。
（目標）
　平成32年度　１，９６６万６千ｔ
（平成22年度　２，０３６万７千ｔ）
 

３　施策の方向性
①　日々の生活、事業活動における低炭素化の推進
家庭やオフィスなど民生部門における温室効果

ガス排出量は年々増加傾向にあることから、建物
や設備・機器の低炭素化を推進します。さらには、
県民・事業者のライフスタイル転換を目指します。
②　地域づくりと連動した取組の推進
災害に強い自立・分散型エネルギーシステムの

導入を目指します。
中でも再生可能エネルギー等を活用した新たな

まちづくりを行う市町村への支援、地域のエネル
ギー資源を活用するための検討組織に対する支援
や木質バイオマスの収集利用体制の整備に努めま
す。
③　低炭素・エネルギー産業育成と産業界全体の
低炭素化
クリーンエネルギーに関連する産業の誘致・育

成を図るほか、二酸化炭素の吸吸源となる森林の
整備や県産材の利活用促進など森林・林業の活性
化による低炭素化を推進します。
④　取組促進に関わるコーディネート
一人ひとりが地球温暖化防止行動をおこす

「きっかけづくり」や地球温暖化防止活動を実践す
る人材の育成に努めます。
また、産・学・官の連携による技術開発の促進

を図るほか、「『ダメだっちゃ温暖化』宮城県民会
議」などを活用し、各機関との協働による地球温
暖化対策に係る県民運動を推進します。

「ダメだっちゃ温暖化」～地球のために宮城から～

宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について

▲図１－１－３　排出削減量の目標

排出
目標量
19,666

森林吸収
▲800 削減対策

▲2,891
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（千t） 総排出量
23,357

2010年比
▲14.2％

2010年比
▲700
▲3.4%

さらなる取組による削減
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第１部　総　　説

実行計画に掲げる温室効果ガス排出削減目標を
実現するためには、化石燃料の効率的な利用と再
生可能エネルギーの積極的な導入が重要となりま
す。
この計画では、復興に向けた新たなまちづくり

の中で、環境と防災に配慮したエコタウンの形成
を推進します。

１　計画目標
①　再生可能エネルギー等の導入量
平成３２年度　３０，７４７ＴＪ
（平成２２年度　２４，１０７ＴＪ）

②　省エネルギーによるエネルギー消費量の削減
率
５．１％　（平成２２年度消費量ベース）
※平成３２年度のエネルギー消費量に占める再生
可能エネルギーの割合を６．７％（平成２２年度比
０．２ポイント増）とします。
※Ｊ（ジュール）とは熱量の単位で、１ＴＪ
（テラジュール）（１兆Ｊ）は県内約１４世帯分
の年間エネルギー消費量に相当。

環境と防災に配慮したエコタウンの形成促進

再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する基本的な計画
について

２　基本方針と重点プロジェクト
イ　震災復興にあわせた建物の低炭素化の促進
家庭やオフィスなどの民生部門では冷暖房にお

けるエネルギーの消費がエネルギー消費量全体の
４割を占めることから、建物のエネルギー消費効
率を改善することが重要となります。
震災に伴い、建築物の建設需要が高まっている

ことから、省エネルギー改修に対する支援など、
建築物の高断熱化を推進します。
ロ　太陽光発電設備の普及加速化
本県では太陽光発電が比較的優位であることか

ら、引き続き住宅への太陽光発電設備の積極的な
導入促進に努めるほか、県が保有する遊休地や施
設の屋根などに、民間活力を活用した導入を推進
します。
ハ　県民総ぐるみの省エネルギー行動の促進
民生部門のエネルギー消費は年々増加傾向にあ

り、全体の４割を占めています。
震災に伴うエネルギー不足の経験を生かして継

続的な省エネの取組につなげるために、地域で活
動する地球温暖化防止活動推進員の活動支援や環
境教育の充実に努めます。

ニ　地域に根ざした再生可能エネルギー等の導入
と持続的利用の推進
地域のエネルギー資源を活用するためには、地

域ぐるみの取組に発展させることが重要です。
県は市町村や関係団体などと連携し、地域の検

討組織へ支援を行うとともに、県がプラットホー
ムとなって組織連携や情報共有を図り、各地での
取組の機運醸成と普及加速化に努めます。
ホ　環境と防災に配慮したエコタウンの形成促進
沿岸部などでは、震災復興に向け、高台移転な

どの新たなまちづくりが進められています。
県は、市町など関係機関との連携を強化し、環

境配慮型のまちづくりを支援するほか、災害時に
おける防災拠点でのエネルギーの確保を図るため、
公共施設への再生可能エネルギーの導入に努めます。
ヘ　産学官連携による環境・エネルギー関連産業
の振興
震災後、環境関連分野の研究開発が盛んになる

一方、再生可能エネルギー等の導入加速化によ
り、産業分野活性化への期待が高まっています。
環境と経済の両立した真に豊かな「富県宮城」

の実現に向け、新技術に関する産業創出や人材育
成、取引の創出に向けた取組を進めます。

▲図１－１－４

①再エネ等の導入量 ②省エネルギーによる削減率 ■エネルギー消費に占める
　再エネ（自然エネ）の割合
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（単位：TJ）
100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

24,107
30,747

導入量
27.5％増

2010
基準年

2020
目標年

（単位：TJ）
350,000

300,000

250,000

0

削減率
5.1％

化石燃料由来
再エネ等（再エネ分）

再エネ等（高度利用分）
省エネによる削減

2010
基準年

※2012年度は暫定値

2012
現状年

2020
目標年

10

8

6

4

2

0

6.5％
5.3％

6.7％
割合

0.2ポイント増
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第１章　宮城県の環境施策の展開

▲図１－１－５　再エネ・省エネ計画における重点プロジェクト

 

・エコタウン（スマートシティ）形成に対する広
域的支援

・災害時における防災拠点への再エネ導入。
・道路等のインフラ整備で
省エネ対策を推進。

⑤環境と防災に配慮したエコタウンの形成促進 
 

産・学・官の連携
。

・再生可能エネルギーの大規模な導入やエコタ 
  ウン形成の動きに合わせた  
 による新たなクリーンエネルギー産業の創出  
・エネルギー分野における取引創出及び拡大。 
・関連産業への県内企業 
 参加促進による 
  県内産業の育成
と活性化。

⑥産学官連携による環境・エネルギー関連産業
の振興

③県民総ぐるみの省エネルギー行動の促進 
   

④地域に根ざした再生可能エネルギー等の
導入と持続的利用の推進

・地球温暖化防止活動推進員の活動支援や環 
 境教育などを通じた、地域での取組を推進。
・普及啓発活動による幅広い層へのきっかけづくり
を行う。

・自然情報や法規制などエネルギー資源活用に関する
情報を整理・提供。
・地域の検討組織や導入事業への支援を通じた普及の
加速化。

・木質バイオマス利用システムモデルの構築。

 ②太陽光発電設備の普及加速化 

・身近な再エネとして、導入状況などを勘案しながら
引き続き導入促進。
・製品の地産地消も視野に検討。
・「屋根貸し」による公共施設への導入。

 ①震災復興にあわせた建物の低炭素化の推進 
 

・震災の建替え需要に合わせ、エネルギー効
率の高い住宅・建築物への取組を支援。
・抜本的対策が必要な既存住宅の高断熱化、
高気密化に向け、断熱改修への支援を実施。
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第１部　総　　説

第２章　環境基本計画の進捗状況

第１節　環境基本計画施策体系

将 来 像

将来像実現の
た め の 政 策

［　　　　　　］

基 本 的 戦 略［　　　　　　］

人と自然が共生する豊かで美しい県土

“グリーン”な地域社会構築に向けての行動促進プログラム
①地域環境力の向上　　②“グリーン”な経済システムへの加速

地球環境
保全への貢献

①地域からの
地球温暖化
対策の推進

②資源循環型
社会の形成

③豊かな自然
環境の保全

④環境負荷の
少ない交通の推進

⑤健全な
水循環の確保

資源循環型
社会の形成

安全で良好な
生活環境の確保

自然環境の保全とやすらぎや潤いの
ある身近な環境の保全及び創造

持続可能な社会の実現に向けて
すべての主体が行動する地域社会

重点
プログラム

行動促進
プログラム

地球環境保全への貢献

資源循環型社会の形成

安全で良好な生活環境の確保

自然環境の保全とやすらぎや潤い
のある身近な環境の保全及び創造

地域からの地球温暖化対策の推進

オゾン層保護対策の推進

国際的な環境協力等の推進

地域からの資源循環型社会の形成促進

一般廃棄物の３Ｒの推進

産業廃棄物の３Ｒの推進

産業廃棄物の適正な処理の推進

健全な生態系の保全及び生態系ネットワークの形成

生物多様性の保全及び自然環境の再生

豊かな自然環境を次世代に引き継ぐ基盤づくり

やすらぎや潤いのある生活空間の創造

大気環境の保全

水環境の保全

土壌環境及び地盤環境の保全

地域における生活環境の保全

化学物質による環境リスクの低減

１　環境基本計画が目指す将来像と将来像実現のための戦略

２　将来像実現のための政策と施策項目

県内の各主体が連携し、及び協働して、宮城の
環境をより良くしていくためには、本計画の目標
とする将来像がすべての主体の共通の認識となる
ことが必要です。本計画の目指す将来像は、第一
に、「現在の環境に関する課題が解決されている
とともに、本県の優れた自然環境等が確実に維持
され、及び保全されている人と自然が共生する豊
かで美しい県土」とし、第二に、「このような県土
の実現から地球全体で取り組むべき地球環境問題

並びに資源及びエネルギー問題の対策までも含め
た『持続可能な社会』の実現に向けて、すべての
主体が行動する地域社会」を掲げています。
この将来像の実現のためには、一人一人の行動

が重要です。そのため、県は、環境が社会や経済
とともに向上するような社会経済システムに変え
ていくため、「地域環境力の向上」と「“グリーン”
な経済システムへの加速」を進めていきます。

環境基本計画の目標と
する将来像を実現するた
め、４つの環境分野の政
策ごとに施策項目を掲
げ、これに沿って体系的
な施策を展開していま
す。

▲図１－２－１－１　環境基本計画が目指す将来像と将来像実現のための戦略

▲図１－２－１－２　環境基本計画の将来像実現のための政策と施策項目
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第２章　環境基本計画の進捗状況

第２節　環境基本計画の進捗状況の点検評価

１　環境基本計画の基本的事項
①　計画の役割等
環境基本計画は、環境基本条例により、良好な

環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な
目標並びに県の施策の大綱を定めるものであり、
目指す将来像を明らかにし、地域社会を構築する
すべての主体間で将来像に対する認識の共有化を
図るものとしての役割を有しています。
また、「再生可能エネルギー等の導入促進及び

省エネルギーの促進に関する基本的な計画」や「循
環型社会形成推進計画」といった環境分野の個別
計画に基本的方向性を与えるものとして策定して
おり、地球温暖化対策や資源循環型社会形成など

の個々の分野の具体的な目標や施策は、これらの
個別計画において定めることになり、各個別計画
は、基本計画の実施計画となるものです。
②　計画期間
平成１８年度から平成２７年度

③　施策の基本的戦略
将来像実現のため、「グリーンな地域社会構築

に向けての行動促進プログラム」及び「各分野に
関する重点プログラム」を基本的戦略として掲げ、
プログラムの分野ごとに個別計画を策定し、具体
的目標や施策を定め、主要な課題に適切に対処す
るための施策を総合的・計画的に推進するもので
す。

２　平成２５年度における点検評価結果
本計画に関連づけられる各個別計画は、それぞ
れの計画の目標を達成するため、各種指標による
目標値を設定し、毎年度、施策の進捗状況の点検
評価を行うこととしており、「当該年度に達成す
べき目標値等」に対する「指標の現況値」の状況
を示す「達成度」及び「前年度実績値」からの改
善度により評価を行いました。
その結果、測定可能な直近年度において、管理

指標１９項目のうち、７項目で「当該年度に達成す
べき目標値等」を達成しています。
なお、本計画は、環境マネジメントシステム（右

図参照）の考え方に基づき、進行管理を実施して
います。

宮城県環境基本計画
Ⅰ　グリーンな地域社会構築に向けての行動促進プログラム

基
本
的
戦
略

１　宮城“グリーン”行動促進計画■　地域環境力の向上
■　グリーンな経済システムへの加速

Ⅱ　各分野に関する重点プログラム
２　環境基本計画重点プログラム「地域からの地球温暖化対策の推進」※１●　地域からの地球温暖化対策の推進
３　自然エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する基
本的な計画※２

４　宮城県循環型社会形成推進計画●　資源循環型社会の形成
５　宮城県自然環境保全基本方針及び関連計画●　豊かな自然環境の保全
６　宮城県自動車交通環境負荷低減計画●　環境負荷の少ない交通の推進
７　宮城県水循環保全基本計画及び流域別計画●　健全な水循環の確保

１　総合的評価

▼表１－２－２－１　将来像実現のための基本的戦略とプログラム分野ごとの個別計画（２５年度現在）

▲図１－２－２－１　環境マネジメントシステムに基づく計画の
推進イメージ

計画：Plan

見直し：Act

●基本目標の達成に
　向けた施策の検討

●施策の改善・見直し
●県民・事業者・民間団体など
　からの意見・提言の反映検討

実施：Do
●施策・事業の実施

点検・評価：Check
●施策の実施状況等の把握
　施策の実施状況や数値目標の達成状況を点検・評価
●環境白書での公表
　毎年度、運用の成果を環境白書にて公表

※１　平成２６年１月に「宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」が策定されました。
※２　平成２６年１０月の条例改正に伴い、名称が「再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの推進に関する基本的な計画」に変更となりま

した。
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第１部　総　　説

▼表１－２－２－２　各個別計画の管理指標の目標値達成状況（平成２５年度指標）

※１　目標達成状況におけるマークの意味は以下のとおりです。
 ：年度目標を達成した項目
 ：年度目標は未達成であるが、前年度数値から改善している項目
 ：年度目標は未達成であり、かつ前年度数値を改善できなかった項目
なお、年度ごとの達成目標値を設定していない場合においてもその進捗を確認するため、各計画策定時の現況値と目標年度の目標値との変化

量を、期間内で均等に配分した場合の目安として年度ごとの目標値を算出し、確認しています。
※２　平成２４年度における目標達成状況を示しています。（平成２４年度が「測定可能な直近年度」となっています。）
※３　具体的な内容は、第２節２から７における「平成２５年度に講じた施策」の中で示しています。
※４　平成２６年１月に「宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」が策定されました。
※５　平成２６年１０月の条例改正に伴い、名称が「再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの推進に関する基本的な計画」に変更となりま

した。

平成２５年度において講じた主な施策※３目標達成
状況※１管理指標個別計画計画

番号基本的戦略

みやぎｅ行動（eco do!）宣言の普及拡大のため、
以下の取組を実施した。
・みやぎｅ行動（eco do!）出前講座を行った。
⇒県内小学生４～６年生８０４人に対して実施。
・住宅用太陽光発電システムの導入に対する補助
制度等とのタイアップによる普及拡大活動の実
施した。

み や ぎ ｅ 行 動
（eco do!）宣言登
録者数（人）環境配慮行

動宣言登録
件数宮城“グリーン”行動促

進計画１

グリーンな
地域社会構
築に向けて
の行動促進
プログラム

Ⅰ み や ぎ ｅ 行 動
（eco do!）宣言登
録事業者数（件）

環境マネジメントシステム構築
事業者数（件）

Ⅱ　各分野に関する重点プログラム

・「みやぎ環境税」の活用による太陽光発電設備や
その他省エネルギー設備の導入費用の一部を支
援した。

－－
環境基本計画重点プロ
グラム「地域からの地球
温暖化対策の推進」※４

２
地域からの
温暖化対策
の推進 県内における自然エネルギー等

の導入量（原油換算　千kl）

宮城県自然エネルギー
等の導入促進及び省エ
ネルギーの促進に関す
る基本的な計画※５

３

・「環境産業コーディネーター」による企業訪問活
動を実施した。

・「宮城県グリーン製品」の認定と利用拡大に向け
た取組を実施した。

・産業廃棄物税を活用した３Ｒ促進のための設備
整備や研究開発に対する支援を行った。

・産廃Ｇメンによるパトロールを実施した。
・不法投棄・不適正処理の根絶のための広報啓発
活動を行った。

１人１日当たりごみ排出量
（g／人･日）※２

宮城県循環型社会形成
推進計画４資源循環型

社会の形成

一般廃棄物リサイクル率（％）※２

一般廃棄物最終処分率（％）※２

産業廃棄物排出量（千ｔ／年）※２

産業廃棄物リサイクル率（％）※２

産業廃棄物最終処分率（％）※２

・震災により生息状況が激変した貴重な動植物の
モニタリング調査を行った。

・第１１次鳥獣保護事業計画及び特定鳥獣保護管理
計画の進行管理を行うなど、野生生物保護対策
を推進した。

豊かな自然環境の保護・保全を
目的とした指定地域の県土面積
に占める割合（%）

宮城県自然環境保全基
本方針及び関連計画５豊かな自然

環境の保全

・県自らが率先して低公害車を導入するなど低公
害車の普及を促進した。

・第３セクター鉄道事業に対する補助等をはじめ
自動車交通量の低減に資する取組を支援した。

・エコドライブに関する普及啓発を実施した。

二酸化窒素の沿道における環境
基準下限値達成率（%）

宮城県自動車交通環境
負荷低減計画６

環境負荷の
少ない交通
の推進

浮遊粒子状物質の沿道における
環境基準達成率（％）※２

自動車交通騒音の道路に面する
地域の環境基準達成率（％）※２

自動車からの二酸化炭素排出量
の平成１７年度からの削減率（%）

・流域水循環計画推進会議の開催や、流域活動団
体への簡易測定資材等を提供し活動を支援し
た。

清らかな流れ（点）※２

宮城県水循環保全基本
計画及び流域水循環計
画

７健全な水循
環の確保

豊かな流れ（点）※２

安全な流れ（点）※２

豊かな生態系（点）※２

2010319ge
長方形

2010319ge
ノート注釈
2010319ge : Unmarked

2010319ge
ノート注釈
2010319ge : Unmarked

2010319ge
ノート注釈
2010319ge : Completed

2010319ge
画像

2010319ge
長方形

2010319ge
画像
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第２章　環境基本計画の進捗状況

３　平成２５年度における点検評価を踏まえ
た課題と今後の施策展開の方向性
今日の環境問題は、解決すべき課題に対応した
多様な施策手段を適切に活用するとともに、最適
な組合せで施策を展開することが必要です。
また、県民及び事業者等のすべての主体の中に

環境への配慮が織り込まれ、継続的に環境保全へ
の取組の改善を図っていく仕組みの構築に向けた
施策が重要となります。
そこで、県自らも県有施設のスマート化や、県

内事業者から創出される環境価値に対する国内ク
レジットやカーボン・オフセット事業等を率先垂
範することにより、事業者等を牽引していかなけ
ればなりません。
平成２３年度から、地球温暖化をはじめとした喫

緊の環境問題への対応と、本県の豊かな環境を守
ることを目的に、「みやぎ環境税」を活用した施策
展開が始まりました。東日本大震災に対する復
旧・復興に配慮し、今後は「再生可能エネルギー
普及の加速化・省エネルギー対策の推進」と「生
活基盤の再建と災害に強い県土づくり」という視

点を盛り込み、宮城の将来像の実現に向けた事業
を実施していきます。
また、東日本大震災を踏まえた新たな「地球温

暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定するとと
もに、同計画の実施計画として位置付けられる
「再生可能エネルギー等の導入促進及び省エネル
ギーの促進に関する基本的な計画」においても新
たな目標値を設定し、県内における温室効果ガス
排出削減に向けた取組と再生可能エネルギー等の
導入及び省エネルギーの促進を進めていきます。
再生可能エネルギー等の中でも、住宅用太陽光

発電システムは、県民に最も身近で普及が進みつ
つあるエネルギーであり、環境への配慮のみなら
ず、節電や防災の観点からも効果が見込めること
から、県内住宅への太陽光発電システムの導入を
加速させます。
さらに、震災からの復興に向かう中で、県民及

び事業者における環境配慮行動の促進及び定着
は、基本計画で掲げる将来象である「持続可能な
社会の実現」の観点から必須であることから、取
組を推進するための施策を展開します。

１　計画の概要
①　位置付け・役割
地球温暖化対策をはじめとした環境分野全体を

「行動促進」という観点で捉えた計画であり、環境
基本計画に基づく「グリーンな地域社会構築に向
けての行動促進プログラム」を推進するための実
施計画として位置付けられています。
②　施策展開の考え方
持続可能な地域社会の構築のために必要な行動

について、一人一人の個別の行動促進対策を講じ
るだけでなく、快適さを損なわずに環境配慮行動
ができるよう、行動の基盤となる社会・経済の変
革（地域環境力※１の向上及びグリーンな経済シ
ステム※２への加速）を目指すものです。
　

③　計画期間
平成２３年度から平成２７年度まで

２　平成２５年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
「豊かな社会構築に進む中で、一人一人の行動
により県内の環境負荷を減らす」こととして、数
値目標を設定しています。
②　数値目標に係る指標値の状況
基本目標に係る指標値において、平成２５年度の

状況は次のとおりでした。

～宮城“グリーン”行動促進計画～

２　“グリーン”な地域社会構築に向けての行動促進プログラム

※１　地域環境力：
地域における各主体のより良い環境、より良い地
域を創っていこうとする意識・能力の高まり

※２　グリーンな経済システム：
環境配慮製品や環境配慮経営を行っている事業者
が市場において適切に評価されること

▼表１－２－２－３　宮城“グリーン”行動促進計画の指標値の
達成状況

実績値目標値
（平成２７年度末）管理指標

２８，９３９人４０，０００人みやぎｅ行動（eco do!）
宣言登録者数※１

環境配慮行動
宣言登録件数

４２７事業所７００事業所みやぎｅ行動（eco do!）
宣言登録事業者数※２

６７１事業所８００事業所環境マネジメントシステム構築事業者
数

※１　県民向けの「わたしのｅ行動（eco do!）宣言」があります。
※２　事業者向けの「わが社のｅ行動（eco do!）宣言」があります。
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第１部　総　　説

環境配慮行動宣言登録件数は、目標値に達して
いないものの、みやぎe行動（eco do!）宣言登録
者数については昨年度実績と比べて２８．０％増加し
ました。
また、環境マネジメントシステム構築事業者数

は、年度目標を下回ったが、目標達成に向け上昇
傾向にあります。
③　平成２５年度に講じた施策
ア　地域環境力の向上を目指した取組
平成２３年度から小学生を対象に始めた「みやぎ

ｅ行動（eco do!）出前講座」における普及啓発や、
住宅用太陽光発電システムの導入に対する補助制
度とのタイアップにより、みやぎｅ行動（eco do!）
宣言登録の促進に努め、環境配慮行動の家庭や地
域への拡大を図りました。

イ　グリーンな経済システムへの加速を目指した
取組
企業や団体等と情報交換を行い、「わが社のｅ

行動（eco do!）宣言手引書」を配布するなど、事
業者への環境配慮経営の普及促進を図りました。
（※ア、イの詳細は第３部第１章及び第５章に記載してい

ます。）
④　現状及び課題
本計画の基本目標を達成させるためには、日常

生活及び事業活動の変革が重要であることを踏ま
え、平成２３年度から新たな指標で進捗状況を管理
しています。
本計画の指標については増加傾向にあるもの

の、目標値を達成していないことから、より一層
環境配慮行動の普及を図る必要があります。
⑤　今後の施策の方向性
日常生活及び事業活動を環境に配慮したものに

していくためには、環境と地域活動と経済がそれ
ぞれ相互に関連し合い、向上していくような地域
社会に変えていくことが重要です。
近年、環境意識の高まりから、道路や河川等で

の環境保全活動への取組や、企業の社会的責任の
一環として植林活動に参加する事業者が増加して
おり、社会との関連性が芽生えつつあります。こ
の関連性をさらに高めるためには、県民、事業者、
行政といった各主体一人一人が地域及び地球環境
問題について自ら気付き、考え、行動することが
重要です。
環境と経済の観点では、商品の購入やサービス

の提供を受ける際に、環境配慮製品や環境配慮経
営を実践している事業者を選択することで、環境
性能に優れた技術及び製品の開発を促進し、環境
と経済が両立した持続可能な社会の構築に向かう
ことができます。
本計画で掲げる目標達成に向け、各主体一人一

人が参画できる機会や場となる各種施策を実施す
るとともに、主体一人一人の意識的な参画を促す
「環境配慮行動宣言（みやぎｅ行動（eco do!）宣
言）登録」と「環境マネジメントシステム」を普
及していきます。

▲図１－２－２－３　環境配慮行動宣言（みやぎｅ行動（eco 
do!）宣言）登録者事業者数の推移

▲図１－２－２－４　環境マネジメントシステム構築事業者数の
推移

煙みやぎｅ行動（eco do!）出前講座
対象：県内小学校３～６年生８０４人（８０４件の宣言登録）
煙住宅用太陽光発電システム補助者へのｅ行動
（eco do!）喚起
５，１６６件の宣言登録
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▲図１－２－２－２　環境配慮行動宣言（みやぎｅ行動（eco 
do!）宣言）登録者数の推移
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第２章　環境基本計画の進捗状況

１　計画の概要
※平成２５年度の施策をまとめるため、同年において適用

されているプログラムによる対応を記載しています。

①　位置付け・役割
環境基本計画の個別計画である「“脱・二酸化炭

素”連邦みやぎ推進計画」は、地域レベルから地
球温暖化対策を積極的に推進するため、県として
の温室効果ガス削減目標、県民・事業者・行政の
各主体に求められる役割・責務等を明らかにする
とともに、“脱・二酸化炭素”　連邦みやぎ形成に
向けた県の推進方策等を示すものでした。
同計画は平成２２年度を目標年度としており、新

たな計画見直し作業を進めていましたが、東日本
大震災の影響により新たな計画の策定が困難と
なったことから、平成２５年度までは上位計画であ
る環境基本計画の重点プログラム「地域からの地
球温暖化対策の推進」に基づき、総合的な推進を
図っています。
②　施策展開の考え方
以下４つを重点的に推進し、多様な政策手法を

組み合わせて用いることで、より実効性の高い温
室効果ガスの排出削減を総合的かつ計画的に推進
します
煙“脱・二酸化炭素”連邦みやぎ形成事業
煙再生可能エネルギー等の導入促進
煙省エネルギーの促進
煙二酸化炭素吸収源対策

③　計画期間
平成１８年４月から平成２８年３月まで（環境基本

計画による計画期間）

２　平成２５年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
京都議定書の目標達成に向けた枠組みの中、こ

れまでのエネルギー多消費型の生活様式及び社会
システムを見直し、地域からの取組を積極的に推
進し、地球温暖化防止に県民運動として取り組む
社会の実現を図ります。（環境基本計画における
「地域からの地球温暖化対策の推進」に係るプログ
ラム目標）
②　数値目標に係る指標値の状況
環境基本計画の重点プログラム「地域からの地

球温暖化対策の推進」においては、管理指標を設
定していません。
③　平成２５年度に講じた施策
ア　新たな基本計画の策定
震災後の本県を取り巻く状況の変化や国の地球

温暖化対策やエネルギー政策の変化を踏まえ、
「“脱・二酸化炭素”連邦みやぎ推進計画」につい
てゼロベースで見直すべく、宮城県環境審議会地
球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）
策定専門委員会議において検討を進めてきまし
た。この結果、平成２６年１月に宮城県環境審議会
から計画案の答申を受け、同年同月に新たな計画
として、「宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）」を策定しました。
（※新計画の詳細は、第１章宮城県の環境施策の展開に記

載しています。）

イ　各種支援
煙地球温暖化対策推進法第２３条の規定に基づ
き、知事が委嘱した地球温暖化防止活動推進
員への活動支援等（推進員を対象とした研修
会を開催し、地球温暖化防止に係る各種情報
を提供するもの。）を行いました。
煙住宅用太陽光発電システム設置者や事業所へ
新エネルギー設備を導入する事業者に、その
経費の一部を補助することで、県内での新エ
ネルギー設備の導入を促進しました。
煙緊急時に避難所等として使用される公共施設
へ再生可能エネルギー設備と、停電時にも必
要最小限度の電力が供給できる蓄電池を導入
する市町村等に対して支援を行いました。
煙民間事業所へ省エネ設備を導入する事業者に
対する補助を実施し、地球温暖化対策の推進
に努めました。
煙「みやぎ環境税」を財源として、市町村が実
施する地域の良好な環境の保全・創造に資す
る事業に要する経費に対し、交付金を交付
し、市町村の取組を支援しました。
煙地球温暖化に大きな影響を与える二酸化炭素
の吸収源対策として、造林未済地への植林や
若齢林に対する間伐を実施した森林所有者等
に対して補助を行いました。

～環境基本計画重点プログラム「地域からの地球温暖化対策の推進」～

３　地域からの地球温暖化対策の推進
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第１部　総　　説

④　平成２５年度点検評価を踏まえた課題
県内の二酸化炭素排出量全体としては、近年減

少傾向にあるものの、民生部門における排出量は
増加傾向にあります。
県では、これまで再生可能エネルギーや省エネ

ルギーに資する設備の導入補助など、化石燃料由
来エネルギーの消費縮減や間伐・植林による森林
の保全に努めてきましたが、地球温暖化の課題を
解決するためには、日常の生活の中で家庭、事業
所における県民一人一人の取組が重要であること
から、復興の歩みとともに地域における取組の拡
大を図ることが必要です。

３　「“脱・二酸化炭素”連邦みやぎ推進計
画」の今後の方向性

①　県内の温室効果ガス排出量について
「“脱・二酸化炭素”連邦みやぎ推進計画」では、
県内の温室効果ガス排出量について、目標年次で
ある平成２２年度において１８，５８５千t‐CO2（一人当
たり７．３６t／CO2）に削減することとしています。
宮城県内の温室効果ガス排出量の推移をみる

と、基準年次である１９９０年度以降、排出量は増加
傾向にあり、２割程度上回る状態が続いていまし
たが、２００５年度の２１，７９８千ｔ（一人当たり９．２４ｔ
／CO2）をピークに減少傾向となっています。
排出量の内訳を見ると、産業部門をはじめ、総

じて減少傾向にありますが、民生部門では排出量
が増加傾向にあり、排出量全体に占める割合は４
割程度となっています。

②　今後の施策展開の方向性
「“脱・二酸化炭素”連邦みやぎ推進計画」は、
京都議定書及び京都議定書目標達成計画に対応し
た計画でしたが、震災や原発事故を踏まえた国の
エネルギー政策の動向や再生可能エネルギー導入
に対する機運の高まりを考慮し、平成２６年１月の
「宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」
を策定しました。
今後は、策定された新計画に基づき、平成２６年

３月に策定された「自然エネルギー等の導入促進
及び省エネルギーの促進に関する基本的な計画」
との連動を図りながら、温室効果ガス排出量削減
に向け、県民・事業者・市町村等の各主体との連
携協力により各種対策に取り組むほか、みやぎ環
境税を活用し、地球温暖化防止に向けた施策を展
開していきます。

～自然エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関する基本的な計画～

１　計画の概要
※平成２５年度の施策をまとめるため、同年において適用

されている旧計画を記載しています。

①　位置付け・役割
環境基本計画の地球環境保全及び「“脱・二酸化

炭素”連邦みやぎ推進計画」の重点的推進対策で
ある新エネルギー導入促進と省エネルギー促進の
実施計画として位置付けられています。
また、再生可能エネルギー等の導入促進及び省

エネルギーの促進の必要性と可能性を示すこと
で、県民、事業者等の自主的な行動を促進すると
ともに、総合的かつ長期的な目標を掲げ、その実
現に向けた県の施策の大綱及び重点事項の着実な
推進を図ります。
②　施策展開の考え方
本県における将来のエネルギー消費量の推計や

京都議定書目標達成に向けた民生・産業・運輸各
部門での施策、事業者としての県自らの率先的な

図１－２－２－５　県内の温室効果ガス排出量の内訳
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※平成２６年度に「宮城県自然エネルギー等・省エネルギー
促進条例（平成１４年条例第４１号）」が一部改正され、「自
然エネルギー等の導入促進及び省エネルギーの促進に関
する基本的な計画」は名称が「再生可能エネルギー等の
導入促進及び省エネルギーの促進に関する基本的な計
画」に改められました。
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第２章　環境基本計画の進捗状況

取組等を体系的に整理し、次の施策を重点プロ
ジェクトと位置付けて展開します。
煙住宅の省エネルギー促進プロジェクト
煙“脱・二酸化炭素”連邦みやぎ形成事業
煙クリーンエネルギー自動車導入促進プロジェ
クト
煙再生可能エネルギー促進プロジェクト

③　計画期間
平成１８年度から平成２７年度まで

２　平成２５年度における点検評価
①　計画の基本目標
化石燃料に由来するエネルギー消費量の削減に

当たっては、各目標年において、削減必要量の
１０％以上を自然エネルギー等の導入により達成
し、併せて省エネルギーの促進により削減目標量
の達成を目指しています。具体的には、原油換算
での自然エネルギー等の導入量として、平成２７年
度に８３４．３千ｋＬを目標としています。
②　数値目標に係る指標値の状況
平成２５年度の再生可能エネルギー等の導入量を

みると、原油換算で６０７．０千kLとなっています。
中でも、製紙・製材工場等におけるバイオマスボ
イラーをはじめ、主にバイオマスエネルギーの導
入が進んでいましたが、東日本大震災によりバイ
オマスボイラーが被災し、一部が使用中止となっ
たことから、目標を下回る結果となりました。
一方、太陽光発電システムの導入が大幅に進ん

だことなどから、平成２４年度との比較では３３．３千
kLの増加となっています。

 

③　平成２５年度に講じた施策
ア　新たな基本計画の策定
震災後の状況を踏まえ、本計画をゼロベースで

見直すべく、宮城県自然エネルギー等・省エネル
ギー促進審議会において、検討を進めてきました。
平成２６年１月に審議会から計画案の答申を受

け、計画案は２月県議会において承認を受け、新
計画として策定しました。
イ　再生可能エネルギー等・省エネルギー設備の
導入支援
住宅用及び事業所用の太陽光発電設備やＬＥＤ

照明等の設備導入に対し補助を行いました。
（※新計画の詳細は、第１章特集に、上記イの詳細は第３

部第１章に記載しています。）

④　平成２５年度点検評価を踏まえた課題
再生可能エネルギー等の導入量について、平成

２５年度実績では６０７．０千kLであり、平成２７年度目
標に対する達成率は約７３％でした。その要因とし
ては、技術開発のスピードやコスト低減幅などが
計画策定時の想定に至らなかったことのほか、東
日本大震災によるバイオマス利用施設の一部が被
災したことなどが挙げられます。
⑤　今後の施策展開の方向性
新たな基本計画と、この計画の上位計画であり

本県の温暖化対策の基本となる計画である「宮城
県地球温暖化対策実行計画」の策定により、低炭
素社会に向けた本県としての施策についての新た
な方向性を定めました。
今後は、震災という未曾有の大災害からの復興

を進めていく中で、計画に掲げる重点推進事項を
中心として、「みやぎ環境税」なども活用しなが
ら、可能な限り再生可能エネルギー等の導入促進
及び省エネルギーの促進を進めていきます。

平成17 18 19 20 21 23 252422 27（年度）
(目標）

1,000.0

800.0

600.0

400.0

200.0

0.0

原油換算（千kL）自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
導
入
量

477.7477.7477.7
565.3565.3565.3

626.1626.1626.1 629.6629.6629.6 641.2641.2641.2 634.1634.1634.1
569.2569.2569.2 573.7573.7573.7 607.0607.0607.0

834.3834.3834.3

達成状況

▲図１－２－２－６　自然エネルギー等導入の目標及び実績

2010319ge
画像
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第１部　総　　説

１　計画の概要
①　位置付け・役割
「循環型社会形成推進基本法」（平成１２年法律第
１１０号）に基づく地域における循環型社会形成推進
基本計画及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」（昭和４５年法律第１３７号。「廃棄物処理法」とい
う。）に基づく都道府県廃棄物処理計画として策定
した計画であり、各市町村の一般廃棄物処理計画
と調和を図りながら、その区域を越えた広域的事
項や技術的知見を含めた県全体の廃棄物対策の基
本計画としても位置付けられています。
②　施策展開の考え方
｢循環型社会の形成～意識から行動へ～｣を基本

理念として、社会を構成するすべての主体の意識
を具体的な行動へつなげるとともに、行動を妨げ
ている社会的な要因を克服するための基盤整備、
課題の大きい廃棄物等に係る個別対策が必要であ
ることから、以下の基本方針を掲げ、廃棄物の適
正処理の推進も含めた施策を展開していくことと
しています。

③　計画期間
平成１８年度から平成２７年度まで
（中間目標年度：平成２２年度）

２　平成２５年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
循環型社会形成の状況を表す指標及び計画の最

終目標年度である平成２７年度の基本目標値を次の
とおり定めています。

②　数値目標に係る指標値の状況
基本目標に係る平成２２年度（中間目標年度）の

指標値は下記のとおりですが、一部の指標では平
成２４年度の実績値が最終目標年度である平成２７年
度の目標値に既に達しています。

 

～宮城県循環型社会形成推進計画～

４　資源循環型社会の形成

（ｇ/人・日）

１
人
１
日
当
た
り
ご
み
排
出
量

（年度）

1,1111,1111,111

961961961
981981981

1,0171,0171,017

1,0661,0661,066

900

950

1,050

1,000

1,100

1,150

平成18 2422 23212019

1,050 
1,027 

▲図１－２－２－７　１人１日当たりごみ排出量（注）の推移
【基本方針】

煙すべての主体の行動の促進
煙循環型社会を支える基盤の充実
煙循環資源(廃棄物等)の３Rの推進

９３０ｇ／人・日県民1人1日当たりのごみ排出量
３０％リサイクル率
１２％最終処分率

１１，４５０千ｔ／年排出量
３１％リサイクル率
１％最終処分率

・一般廃棄物

・産業廃棄物

実績値平成２２年度
（中間目標年度）の目標値

１，０２７g／人・日１，０００ｇ／人・日県民１人１日当たり
のごみ排出量

２４．７％３０％リサイクル率
１３．１％１２％最終処分率

・一般廃棄物

（注）　ごみ総排出量＝収集ごみ量＋直接搬入量＋集団回収量
※　平成２０年度の排出量は、岩手・宮城内陸地震による災害廃棄物を
除いています。また、平成２２年度及び平成２３年度の排出量は、東日
本大震災による災害廃棄物を除いています。

▲図１－２－２－８　リサイクル率の推移

▲図１－２－２－９　最終処分率の推移
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第２章　環境基本計画の進捗状況

③　平成２５年度に講じた施策
煙県民・事業者の廃棄物の３Ｒに対する意識の
醸成を図るため、啓発活動を実施しました。
煙県内企業の３Ｒの取組を支援するため「環境
産業コーディネーター」による企業訪問活動
を行いました。
煙グリーン購入促進条例に基づき「宮城県グ
リーン製品」の認定を行い、その利用拡大を
促進しました。
煙産業廃棄物税を活用して、産業廃棄物の３Ｒ
を促進するための設備整備に対する費用助成
や、事業者が連携してリサイクルの仕組みを
構築するための費用助成を行いました。
煙廃棄物の適正処理の推進を図るため、排出事
業者・処理業者に対する指導、廃棄物処理施
設の維持管理に関する指導、不法投棄・不適

正処理の根絶のための広報啓発、違反行為の
早期発見・早期対応を実施しました。
煙不適正処理の未然防止を強化するために、事
業者等へ廃棄物処理制度に関する講習会を実
施したほか、財政基盤の脆弱性を理由とする
不適正事案を未然に防止するため、事業者の
財務状況を把握する等の指導強化事業を実施
しました。

（※詳細は第３部第２章に記載しています。）

④　平成２５年度点検評価結果を踏まえた課題
国の経済政策や震災復興需要などによる産業活

動の活性化により、産業廃棄物の排出量の増加が
見込まれるため、今後とも産業廃棄物の適正処理
の推進に積極的に取り組む必要があります。
また、震災の影響により一般廃棄物の発生量が

増加しており、県民の３Rに対する意識の啓発や
市町村の取組の支援を継続する必要があります。
⑤　今後の施策展開の方向性
計画の基本理念及び基本方針に基づき、「すべ

ての主体の行動の促進」、「循環型社会を支える基
盤の充実」、「循環資源（廃棄物等）の３Ｒの推進」
及び「廃棄物の適正処理の推進」に関し、より有
効な手段を組み合わせて施策を展開していきます。
具体的には、「みやぎ産業廃棄物３R等推進設備

事業」などの産業廃棄物発生抑制及び再生資源化
等の活用を促進するため、環境関連企業に対して
さらなる啓発・支援を行い、循環型社会の実現を
目指します。
さらに、「３RラジオスポットCM」などの普及
啓発や市町村３R連絡会議の開催などの市町村の
３R施策充実を目的とした「市町村３R連携事業」
などを活用し、課題解決に向けた事業を進める市
町村を支援していきます。

・産業廃棄物

実績値平成２２年度
（中間目標年度）の目標値

１０，３４３千ｔ／年１１，９７１千ｔ／年排出量
４１．６％３１％リサイクル率
　２．０％２％最終処分率

（千ｔ/年）

排　

出　

量

（年度）

11,19211,19211,192

10,66110,66110,661
10,343 10,343 10,343 

10,85110,85110,851

11,26011,26011,26011,17211,17211,172

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

平成18 23 2422212019

9,958 

最
終
処
分
率

（％）

1.91.91.9 1.91.91.9

1.2

1.0

1.5

2.0

2.5

平成18 20 24（年度）21 232219

2.2

2.0

1.11.11.1

1.41.41.4
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ク
ル
率

（％）

29

34

39

49

44

平成18 20 24（年度）21 232219

42.142.142.1 41.641.641.6

30.930.930.9
31.331.331.3

29.929.929.9 29.429.429.4 30.130.130.1

▲図１－２－２－１０　排出量の推移

▲図１－２－２－１１　リサイクル率の推移

▲図１－２－２－１２　最終処分率の推移
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達成状況

達成状況
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第１部　総　　説

～宮城県自然環境保全基本方針及び関係計画～

５　豊かな自然環境の保全

③　平成２５年度に講じた施策
ア　健全な生態系の保全と生態系ネットワークの
形成（場の確保）を目指した取組
煙震災により生息・生育状況が大きく改変した
貴重な動植物のモニタリング調査を行うとと
もに、国定公園の保全対策を講じ、自然環境
保全対策を推進したほか、有識者の意見をも
とに、生物多様性地域戦略の骨子案を策定し
ました。
煙百万本植樹事業を実施するとともに、みやぎ
バットの森植樹祭を開催したほか、里山林協
働再生支援事業の新規協定締結を促進するな
ど、豊かなみどり空間の保全・創出を図りま
した。

イ　生物多様性の保全と自然環境の再生（質の確
保）を目指した取組
煙第１１次鳥獣保護事業計画及び特定鳥獣保護管
理計画の進行管理を行い、野生鳥獣の適切な
保護管理や鳥獣保護思想の普及啓発に取り組
んだほか、津波被災地における希少野生動植
物の保護保全及びレッドデータブックの改定
に向けて必要な調査を行うなど、野生生物保
護対策を推進しました。
煙伊豆沼・内沼において、沈水植物の増殖・移
植、水生植物適正管理、水質改善導水実験及
びモニタリング等を実施し、自然環境保全・
再生を推進したほか、有識者会議における専
門的意見の聴取及び庁内連携の下、生物多様

１　基本方針の概要
①　基本方針の位置付け及び役割
宮城県自然環境保全基本方針は、「自然環境保

全条例」（昭和４７年宮城県条例第２５号）に基づき、
本県の自然環境の保全を図るための基本方針とし
て定めているものであり、宮城県環境基本計画の
自然環境保全部門の基本方針として、本県の自然
環境保全に関する施策を長期的展望に立って総合
的、計画的に推進するための中長期的な運営指針
としての役割を果たしています。
②　施策展開の考え方
施策展開の基本的方向性を示すものとして、同

方針において、次の３つの基本目標を掲げ、それ
ぞれについて、各種計画・事業により実現を図っ
ていきます。

２　平成２５年度における点検評価結果
①　基本方針における基本目標
３つの基本目標のうち、「場の確保」に関する

「豊かな自然環境の保護・保全を目的とした指定地
域の県土面積に占める割合」について数値目標を
設定し、平成２７年度において現状維持の２６％とす
ることを目標としています。
②　数値目標に係る指標値の状況
平成２５年度は、昨年度と同様に２６．０６％となっ

ており、数値目標である２６%を達成しています。 

平成２５年平成２４年平成２３年平成２２年平成２１年平成２０年平成１９年平成１８年

１７１，１９９１７１，１９９１７１，１９９１７１，１９９１７１，１９９１７１，１９９１７１，１９９１７１，１９９自然公園面積

８，５７４８，５７２８，５７２８，５７２８，５７２７，８１７７，８１７７，８１７県自然環境保全地域面積

１０，１０１１０，１０１１０，１０１１０，１０１１０，１０１１０，１０１１０，１０１１０，０９２緑地環境保全地域面積

１８９，８７４１８９，８７２１８９，８７２１８９，８７２１８９，８７２１８９，１１７１８９，１１７１８９，１０８合計（Ａ）

７２８，５７７７２８，５７７７２８，５７５７２８，５７５７２８，５７５７２８，５７３７２８，５７３７２８，５７３県土面積（Ｂ）

２６．０６２６．０６２６．０６２６．０６２６．０６２５．９６２５．９６２５．９６Ａ／Ｂ（％）

▼表１－２－２－４　県土面積に占める割合の変遷 面積単位：ha

【３つの基本目標】
煙健全な生態系の保全と生態系ネットワークの形成
　（場の確保）
煙生物多様性の保全と自然環境の再生
　（質の確保）
煙豊な自然環境を次世代に引き継ぐ基盤づくり
　（主体の確保）

達成状況
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第２章　環境基本計画の進捗状況

性地域戦略策定作業を進めました。
ウ　豊かな自然環境を次世代に引き継ぐ基盤づく
り（主体の確保）を目指した取組
煙森林を利用した自然体験や自然観察の案内を
行う森林インストラクターや、森林公園の管
理を支援する自然環境サポーターを養成し、
豊かな自然環境を次世代に継承する人づくり
を推進しました。

（※ア～ウの詳細は、第３部第３章に記載しています。）

④　平成２５年度点検評価を踏まえた課題
煙防災集団移転促進事業や海岸保全施設等の復
旧工事の箇所が自然公園区域や地域森林計画
対象民有林の所在地域である場合は、引き続
き自然環境保全と早期復興との調和を図りつ
つ、各種特例措置の適用及び許可等の判断を
迅速かつ適正に行っていく必要があります。
また、復旧工事に必要な土石採取やソーラー
発電関連施設の設置等のさらなる増加が見込
まれることから、今後、情報収集に努め、適
切かつ迅速に対応していく必要があります。
煙震災によって自然環境が大きく変容した沿岸
地域について、継続して学術調査を実施する
とともに、損なわれた自然環境を再生するこ
とにより本県の生物多様性の保全を図ってい
く必要があります。
煙南三陸金華山国定公園が三陸復興国立公園に
編入されるまでに、国のグリーン復興プロ
ジェクトを支えるソフト事業や人的体制整備
に着手していく必要があります。
煙農作物被害等をもたらす野生鳥獣の個体数増
加・生息域拡大が進む一方で、狩猟者の減少
に加えて原発事故による放射性物質の影響に
より狩猟による捕獲数が減少していることか
ら、鳥獣保護事業計画及び特定鳥獣保護管理
計画に基づき、引き続き野生鳥獣の適切な保
護管理の推進、担い手確保に取り組む必要が
あります。
煙被災者の心のケアや体力向上のため、自然と
触れ合う機会や自然環境について学ぶ機会を

増やし、自然を正しく理解し大切にする人づ
くりを積極的に推進していく必要がありま
す。

⑤　今後の施策展開の方向性
煙被災市町と十分に調整を行いながら、引き続
き自然と復興事業との調和を図りつつ、各種
特例措置の適用及び許可等の可否の判断を迅
速かつ適正に行います。また、開発行為の指
導に当たっては、事業者にも制度等について
分かりやすく説明しながら、引き続き、適切
かつ迅速な対応に努めます。特に、土石の採
取については、法令上の手続をとらずに行わ
れることのないよう、監視体制の強化に努め
ます。
煙被災した沿岸域におけるモニタリング調査を
継続するとともに、伊豆沼・内沼の自然再生
事業では、新たに在来生物の生息・生育数の
増加に取り組むほか、蒲生干潟の自然再生に
関する情報交換の場を設けます。また、本県
の生物多様性の保全及び持続的利用に関する
地域戦略を策定します。
煙みちのく潮風トレイルを活用する体制整備を
図るため、人材やボランティアの活動支援策
を強化します。
煙鳥獣保護事業計画等に基づく有害鳥獣捕獲や
個体数調整などの野生鳥獣の保護管理に欠か
せないモニタリング調査を科学的・計画的に
行うため、県林業技術総合センター等の研究
機関との連携を一層深め、野生生物の保護管
理体制の強化を図ります。また、県猟友会と
の連携・協力により、若手狩猟者確保のため
の普及啓発・研修体制を構築し、狩猟者全体
の底上げと後継者育成を図ります。
煙環境教育や里山体験のほか、エコツーリズム
や野生鳥獣対策、企業等が取り組む森林整備
を通じた社会貢献活動を支援する場として、
県民の森施設の改修工事を行うとともに、里
山環境学習林を整備します。
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第１部　総　　説

１　計画の概要
①　位置付け・役割
自動車交通に伴う環境負荷の低減方策の基本的

な考え方とその目標を示し、自動車交通公害問題
の解決を図るとともに、地球温暖化の防止に寄与
するものです。
また、関係行政機関が連携・協力して各種施策

を総合的かつ体系的に推進していくための指針と
しての役割を担うとともに、県民・事業者がそれ
ぞれの立場で自主的かつ積極的に取り組むための
行動指針としての役割を担うものです。
②　施策展開の考え方
自動車交通公害及び地球温暖化問題の特性を考

慮し、次の事項に配慮して施策を展開します。
ア　総合的な取組
関係行政機関が、相互に協力・連携のもと、地

域の実情に合わせて広範な分野の施策を総合的・
効果的に推進します。
イ　広域的、長期的な取組
自動車が環境負荷の移動発生源であるという特

性から、国等の施策を考慮しつつ、広域的な視点
での対応も視野に入れて対策を推進するととも
に、施策の方向性に沿って長期的な取組を着実に
推進します。
ウ　優先的取組
自動車交通公害の著しい地域での対策を優先的

に実施します。
③　計画期間
平成１８年度から平成２７年度まで

２　平成２５年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
以下の３つの目標を掲げ、それぞれの目標のも

とに具体の数値目標を定めています。

②　数値目標に係る指標値の状況
ア　二酸化窒素の沿道における環境基準下限値達
成率
平成２５年度は、自動車排出ガス測定局９局にお

いて二酸化窒素環境基準下限値の達成率８８％を目
指していましたが、実績では９局が達成し、達成
率は１００％でした。

イ　浮遊粒子状物質の沿道における環境基準達成率
平成２５年度は、自動車排出ガス測定局９局にお

いて浮遊粒子状物質環境基準（短期的評価）の達
成率８２．２％を目指していましたが、達成は７局
で、達成率は７７．８％でした。

ウ　自動車交通騒音の道路に面する地域の環境基
準達成率
平成２５年度は、自動車交通騒音評価対象区間に

おいて、対象世帯の９７．３％が昼間、夜間ともに環
境基準を達成することを目指しており、対象世帯
７４，４８８世帯のうち、６７，０７８世帯が目標値に達し、
達成率は９０．１％でした。

～宮城県自動車交通環境負荷低減計画～

６　環境負荷の少ない交通の推進
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【３つの基本目標】
煙道路沿線の大気環境を改善する
煙道路沿線の騒音を改善する
煙自動車からの二酸化炭素排出量を減らす
【数値目標】
煙二酸化窒素の沿道における環境基準下限値達成率

…１００％　
煙浮遊粒子状物質の沿道における環境基準達成率

…１００％　
煙自動車交通騒音の道路に面する地域の環境基準達成率
…１００％
煙自動車からの二酸化炭素排出量の平成１７年度からの削
減量…１０％

▲図１－２－２－１３　自動車排出ガス測定局　二酸化窒素環境
基準下限値達成率（日平均９８％除外値）

達成状況
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▲図１－２－２－１４　自動車排出ガス測定局　浮遊粒子状物質
環境基準達成率（短期的評価）

達成状況
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第２章　環境基本計画の進捗状況

エ　自動車からの二酸化炭素排出量の平成１７年度
からの削減量
二酸化炭素排出量の算出は、統計データの入手

の都合上時間を要するため、毎年度の進行管理に
当たっては、県内のガソリン及び軽油の販売実績
から算出した「暫定値」により評価することとし
ています。
平成１７年度（基準年）における二酸化炭素排出

量暫定値は５，９３０，５６４tであり、平成２５年度は、こ
の暫定値から８％削減することを目標とし、平成
１７年度からの削減率は１．４％でした。

③　平成２５年度に講じた施策
ア　自動車単体からの環境負荷の低減を目指した
取組
「グリーン購入促進計画」を踏まえて県自らが率
先して低公害車を導入するなど、低公害車の普及
を推進したほか、整備不良車、過積載車等の指導・
取り締まりを行い、自動車の運行に伴う単体から
の騒音及び排ガスの低減を図りました。
イ　発生する自動車交通量の低減を目指した取組
第３セクター鉄道事業（阿武隈急行）に対する

補助や市町村及びバス事業者に対するバス運行費
の一部補助を行うなど、自動車交通量の低減に資
する取組への支援を実施しました。
ウ　交通流円滑化の促進を目指した取組
交差点の改良や歩道・自転車歩行者道の整備な

ど「道路網の整備」を推進することともに、信号

機や交通管制センターの高度化、違法駐車の指導
取締りの強化、交通情報提供エリアの広域化など
による「交通流の管理」を推進し、交通流の一層
の円滑化を図りました。
エ　自主的取組・行動促進のための普及啓発に関
する取組
エコドライブに関する情報をホームページで提

供するなどの情報提供を行ったほか、１１月の推進
月間に庁内放送実施、運転免許更新講習教本・自
動車税納税通知書でのPR等を実施するとともに、
「エコドライブ宣言」の登録者（個人・事業者）に
対しエコドライブ宣言ステッカーを303枚交付し
エコドライブの実践を促しました。
④　平成２５年度点検評価を踏まえた課題
各管理指標は、いずれも計画策定時の現況値よ

りも改善傾向を示しているものの、東日本大震災
復興事業等の影響による車両等の増加により、浮
遊粒子状物質の環境基準達成率が横ばいであるほ
か、自動車騒音の環境基準達成率及び自動車から
の二酸化炭素排出量削減率については低下しまし
た。東日本大震災の復興事業等の影響による交通
量の増加が指摘されており、今後の計画目標の達
成のためには、各種施策を総合的かつ効果的に推
進し、県民・事業者等が一体となって自動車交通
公害の解決に向けて取り組むよう促すことが必要
です。
⑤　今後の施策の方向性
計画の目標を達成するため、特に次の３つの施

策を重点的に推進することとしています。

また、施策の展開に当たっては、自動車単体対
策、道路構造対策、発生交通量低減対策、交通流
対策、沿道対策、普及啓発及び調査測定を基本的
な７施策とし、地域や路線ごとの状況に応じて施
策を選択し、効果的に推進することとしています。
今後も、計画に掲げた重点施策を中心に据え

て、他の行政機関と連携した効果的な施策の推進
を着実に進めていくとともに、ホームページをは
じめとして各種媒体を活用した県民・事業者への
エコドライブの普及・啓発を一層図っていきま
す。 
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▲図１－２－２－１５　自動車交通騒音の道路に面する地域の環
境基準達成率（昼間・夜間とも達成）

▲図１－２－２－１６　自動車からの二酸化炭素排出量
（平成１７年度からの削減率）

【３つの重点施策】
煙窒素酸化物等の大気汚染物質の排出が少なく燃費の良
い「低公害車」の普及促進

煙経済的メリットがあり、運転者の誰もが気軽に取り組
める「エコドライブ」の普及促進

煙県内で最も交通量が多く自動車交通に係る環境負荷の
大きい地域である「仙台都市圏」における総合的対策
の推進

達成状況

達成状況
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第１部　総　　説

１　計画の概要
①　位置付け・役割
宮城県水循環保全基本計画は、「ふるさと宮城

の水循環保全条例」（平成１６年条例第４２号）に基づ
き策定されたものであり、宮城県環境基本計画の
重点プログラム「健全な水循環の確保」に関する
個別計画として位置付けられています。
また、流域水循環計画は、水循環基本計画に基

づき策定されています。
②　施策展開の考え方
宮城県水循環保全基本計画に基づき、流域ごと

の特性を踏まえて個別の目標を設定し、それを達
成するための具体的な施策を流域水循環計画で示
しています。
流域水循環計画は、水循環の総合評価が低い流

域から順に策定することとしており、鳴瀬川流
域、北上川流域、名取川流域、南三陸海岸流域、
阿武隈川流域の順で策定します。
また、施策を効果的に実施するために、流域全

体を視野に入れた「流れの視点」から計画を策定
していきます。

③　計画期間
平成１８年度から平成２７年度まで

２　平成２５年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
健全な水循環を保全するため、｢清らかな流れ｣

「豊かな流れ」「安全な流れ」「豊かな生態系」をそ
れぞれ１０点満点で評価し、県全体で、「清らかな流
れ」については１０点を目標に、それ以外について
は、それぞれの現況値（本計画策定時点で順に、
７．６、６．４、６．５）を維持・向上することとしていま
す。５つの流域水循環計画についても同様に、流
域ごとに目標値を設定しています。

ア　清らかな流れ
水質環境基準点におけるＢＯＤ、ＣＯＤ、全窒

素及び全リンに係る水質環境基準達成度で表す指
標で、全ての地点で達成した場合１０点となりま
す。
イ　豊かな流れ
地下水涵養量（森林の流出係数との乖離）及び

河川の利水量で表す指標で、全ての地域において
森林程度の涵養量があり、かつ河川からの利水量
がない場合１０点となります。
ウ　安全な流れ
河川整備率（整備済区間、整備不要区間及び安

全率達成区間の延長割合）で表す指標で、全ての
河川延長において安全率を達成した場合１０点とな
ります。
エ　豊かな生態系
植物自然充実度及び河川生物生息環境指標で表

す指標で、全ての地域で自然豊かな森林を形成
し、かつ全ての河川延長において水生生物の生息
環境が整っている場合１０点となります。
②　数値目標に係る指標値の状況
基本目標に係る指標値において、測定可能な直

近年度の状況は下記のとおりでした。

管理指標のうち、「清らかな流れ」は７．８点でし
た。湖沼における達成率が依然として低位にとど
まっていることにより、当該年度の目標値には届
きませんでした。
「安全な流れ」については、目標値を達成してい

～宮城県水循環保全基本計画及び流域水循環計画～

７　健全な水循環の確保

【流れの視点】
煙施策の連携（一つの要素に対して効果のある複数の施
策を連携させる）
煙上流域と下流域の連携（流域内の山間部、農村部及び
都市郊外部、都市部のそれぞれの地域が連携する）
煙各計画主体間の協働（施策の円滑な推進に向けて、県
民、民間団体・ＮＰＯ法人、事業者、行政機関等が互
いに連携を図る）

▼表１－２－２－５　基本目標における指標値の達成状況

達成状況実績値
（点）

目標値
（点）管理指標

 ７．８９．５清らかな流れ

 ７．７７．６豊かな流れ

 ６．４６．４安全な流れ

 ６．５６．５豊かな生態系

※「清らかな流れ」は平成２５年度実績値であり、それ以外の管理指
標は平成２４年度実績となっています。

※「清らかな流れ」は計画の基本目標を１０点としているが、単年度
の目標値として、計画策定時の現況値と目標年度の目標値との変
化量を、期間内で均等に配分した値を設定している。
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第２章　環境基本計画の進捗状況

ますが、震災による施設の被災により河川整備済
の区間延長が減少したことから、前年度と同水準
に留まりました。
「豊かな流れ」については目標値を上回りました。
「豊かな生態系」についても目標値を達成しまし
た。
③　平成２５年度に講じた施策
流域水循環計画推進会議を開催し、関係行政機

関やNPO法人等の意見交換を通して各団体間の
情報の共有・連携の強化を推進するとともに、学
識経験者等の講演会により水循環保全について普
及啓発を図りました。
また、流域水循環の健全化を促進するため、流

域活動団体支援事業を活用して、物品支給や傷害
保険加入等、各活動団体を支援しました。
④　平成２５年度点検評価を踏まえた課題
既に計画が策定された流域にあっては、当初に

盛り込まれた取組の状況把握を行うとともに、新
たな取組の拾い上げを行うこと等により、計画の
実効性を高める必要があります。
また、新たな計画の策定に向けて、それぞれの

流域の特徴を踏まえ、具体的な施策・取組をでき
る限り盛り込んだ計画を策定し、計画に沿って地
域の各主体が中心となった持続的な水循環保全活
動が図られるよう進行管理を行う必要がありま
す。
計画の実効性を高めるためには、身近な地域環

境へ対する県民の関心を喚起し、ＮＰＯ法人等を
核とする地域連携活動の仕組みづくり等を支援し

ていくことが重要です。
⑤　今後の施策の方向性
既に策定した鳴瀬川流域、北上川流域、名取川

流域の水循環計画に基づく事業の進行管理を行っ
ていくとともに、残余の２流域（南三陸海岸流域、
阿武隈川流域）については、平成２５年度策定予定
としていましたが、両流域とも東日本大震災の被
害区域を含んでいること、東日本大震災公共土木
施設等復旧方針（県土木部）で平成２９年度に災害
復旧を完了することとしているため、現時点では
計画策定を延期することとしています。
これにより、計画の進行管理と新たな流域計画

の策定作業とを並行して進めていくことになるた
め、将来を見据えながら、現場と望ましい将来像
を意識し、実効性ある「計画づくり」、「運用」、「評
価」及び「見直し」の作業を進めます。
これまでは、各主体が、環境、治水、利水など

のそれぞれの限定した側面を捉えて解決を図る
「場の視点」に立った取組を実施してきましたが、
流域全体の「流れの視点」に立ち、上流域と下流
域の連携及び各主体間の協働連携を重視し、具体
的な目標と施策を示し、点検を重ねながら、各流
域の健全な水循環の保全に向けた取組を推進して
いく必要があります。
また、身近な地域環境へ対する県民の関心を喚

起するため、継続的に「流域の関係者を参集した
推進会議」を開催するとともに、流域における民
間団体の活動を技術面や物資で支援します。




